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再交付 登録 希望 取消 証明

氏名

性別

本籍

住所

勤務先

亡失

汚損

失踪の

場合

死亡の

場合

建築士

法第7

条第2

号又は

第3号に

該当

新規

登録

カード

の作換

希望

取消

希望

証明書

発行

遅滞無

二級・木造建築士登録事項変更届 ● ●

二級（木造）建築士住所等の届出 ● ●

二級・木造建築士免許証明書再交付申

請書
●

二級・木造建築士失踪(そう)宣告届 ●

二級・木造建築士死亡届 ●

二級・木造建築士後見開始(保佐開始)

審判届

建築士法第7条第2号又は第3号に該当

するに至った旨の届出書
●

二級（木造）建築士免許申請書 ●

二級・木造建築士免許取消し申請書 ●

二級・木造建築士免許登録証明申請書 ●

本籍の記載のある住民票の写し

（発行日から３ヶ月以内）

 ※本籍の記載があるもの

※マイナンバーの記載がないもの

※外国籍の方は国籍の記載を含む

● ●

二級・木造建築士試験の合格通知書 ●

その他関係書類 ● ● ●

二級（木造）建築士免許証（免許証明

書）
○ ○ ● ● ● ○ ●

二級（木造）建築士免許証（免許証明

書）の写し
● ● ● ●

本人確認ができる書類(運転免許証等) ○ ○ ○ ○ ○ ○

発見し

た場合

は、10

日以内

に返納

すること

３０日以内

二級・木造建築士免許に関するチェックリスト

申請（届出）が必ず必要な書類

各　　種　　届　　出

必要に応じて申請する書類

備　　　　　　考

申請書類及び添付書類

提示が必要なもの（確認後、返却します。）

凡例

申

請

咁
届

出

咂
書

類

添

付

書

類

提出（届出）期限

種　　　　　　類

変　　　更

３０日以内


